
徳
島
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
地
方

卸
売
市
場
の
廃
止
の
許
可
を
し
た
の
で
、
徳
島
県
卸
売
市
場
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
十
六

号
）
第
三
十
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

開
設
者

市
場
の
名
称

市
場
の
位
置

取
扱
品
目
の

廃
止
の
許
可

部
類

の
年
月
日

株
式
会
社
阿
南
中
央
地

株
式
会
社
阿
南
中
央
地

阿
南
市
見
能
林
町
ど
ぶ

青
果
部

令
和
元
年
九

方
卸
売
市
場

方
卸
売
市
場

石
三
番
地
一

月
十
二
日


